
  
 

一

 
 

 

小
規
模
企
業
の
事
業
活
動
の
活
性
化
の
た
め
の
中
小
企
業
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
に
対
す
る
修
正

案 

 

小
規
模
企
業
の
事
業
活
動
の
活
性
化
の
た
め
の
中
小
企
業
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
修
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

小
規
模
企
業
の
事
業
活
動
の
活
性
化
の
た
め
の
中
小
企
業
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

第
三
条
中
中
小
企
業
支
援
法
第
九
条
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

 

第
九
条
を
削
る
。 

 

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
附
則
第
三
条
の
」
に
、
「
当
該
各
号
に
定
め
る
日
」
を
「
公
布
の

日
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。 

 

附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
を
削
る
。 

 

附
則
第
四
条
中
「
（
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

及
び
「
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行



 

  
 

二

為
」
を
削
り
、
同
条
を
附
則
第
二
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
五
条
を
附
則
第
三
条
と
し
、
附
則
第
六
条
を
附
則
第
四
条
と
し
、
附
則
第
七
条
を
附
則
第
五
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
八
条
及
び
第
九
条
を
削
り
、
附
則
第
十
条
を
附
則
第
六
条
と
し
、
附
則
第
十
一
条
を
附
則
第
七
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
を
削
る
。 

 

附
則
第
十
四
条
中
「
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
の
下
に
「
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
三
十
一
号
）
」
を
加
え
る
。 

 

附
則
第
十
四
条
中
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
十
六
条
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第

三
十
八
条
の
表
の
改
正
規
定
を
削
り
、
附
則
第
十
四
条
を
附
則
第
八
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
十
五
条
を
削
り
、
附
則
第
十
六
条
を
附
則
第
九
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
を
削
る
。 


